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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　終点検出システムを有する処理システムであって、
　プロセスチャンバ内で実行されるプロセスに起因して定期的な洗浄を必要とする蓋と内
面を有する前記プロセスチャンバと、
　　前記蓋及び前記蓋の下に堆積した材料から反射される光を検出するように位置決めさ
れる光検出器、および
　　前記光検出器に結合され、前記検出された反射光に基づいて洗浄プロセスの終点を決
定するように構成されるコントローラ
　を備える終点検出システムと
を有する処理システム。
【請求項２】
　前記蓋の上に光を照射するように位置決めされた光源
をさらに備える、請求項１に記載の処理システム。
【請求項３】
　前記光源はレーザ、発光ダイオード（ＬＥＤ）またはランプを含む、請求項２に記載の
処理システム。
【請求項４】
　前記光源は周囲光を含む、請求項２に記載の処理システム。
【請求項５】
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　前記光源は単一の光波長を放射する、請求項２に記載の処理システム。
【請求項６】
　前記光源は複数の光波長を放射する、請求項２に記載の処理システム。
【請求項７】
　前記蓋は石英蓋であり、前記光源は、前記プロセスチャンバの外部に配置され、前記蓋
及び前記蓋の下に堆積された前記材料上に、石英を通り抜ける波長の光を照射する、請求
項２に記載の処理システム。
【請求項８】
　前記光検出器はフォトダイオードまたはカメラのうちの１つまたは複数を含む、請求項
１に記載の処理システム。
【請求項９】
　前記光検出器は、前記プロセスチャンバの蓋、または前記プロセスチャンバのライナの
いずれかから反射される光を検出するように位置決めされている、請求項１から８のいず
れか一項に記載の処理システム。
【請求項１０】
　種々の場所において、前記内面の清浄度を測定するように構成された複数の光源および
光検出器
をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の処理システム。
【請求項１１】
　プロセスチャンバ内で実行されるプロセスを監視する方法であって、
　プロセスチャンバ内で洗浄プロセスを実行して、前記プロセスチャンバ内で実行された
プロセスの結果として生じる、前記プロセスチャンバの１つまたは複数の内面上に堆積さ
れた材料を除去することと、
　前記プロセスチャンバの蓋と前記蓋の下に堆積された材料上に光を照射することと、
　前記蓋と前記蓋の下に堆積された前記材料から反射される前記光を検出することと、
　前記検出された光に基づいて前記洗浄プロセスを終了することと
を含む、方法。
【請求項１２】
　前記光は、前記蓋上に照射するレーザ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、ランプまたは周囲
光のうちの１つまたは複数からの光を含み、前記光を検出することは、
　フォトダイオードまたはカメラのうちの１つまたは複数を含む光検出器を用いて、前記
蓋と前記蓋の下の前記材料から反射される前記光を検出することを含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記蓋上に光を照射することは、
　相対的に高いパーセンテージの堆積された材料が堆積された領域内の前記蓋上に前記光
を照射することをさらに含む、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記光を検出することは、前記蓋と前記蓋の下の前記材料から反射する前記光の結果と
して生じる干渉パターン、もしくは前記蓋の下の前記材料から反射する前記光の強度のう
ちのいずれかまたは両方を検出することを含む、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１５】
　命令を記憶しているコンピュータ可読媒体であって、前記命令が実行されるとき、請求
項１１から１４のいずれか一項に記載の、プロセスチャンバ内で実行されるプロセスを監
視する方法が実行される、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に、基板処理装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　基板プロセスチャンバにおける通常の処理によって、プロセスチャンバ壁に種々の堆積
物が形成される。これらの堆積物は一般に、基板が存在しないチャンバ内で実行される洗
浄プロセスによって除去される。例えば、エピタキシャル堆積システムにおいて用いられ
る１つのそのような洗浄プロセスは、塩化水素（ＨＣｌ）および高温を伴う。
【０００３】
　洗浄プロセスは、確実にプロセスチャンバ内面および構成要素が清浄状態になるように
するほど十分な時間にわたって実行されなければならない。場合によっては、洗浄プロセ
スを実行する時間が長すぎる場合があり、望ましくない堆積物を除去するだけでなく、チ
ャンバ表面および構成要素を著しく劣化させる恐れもある。一方、洗浄プロセスを実行す
る時間が短すぎる場合には、プロセスチャンバ表面上に著しい量の堆積物が残留する場合
があり、結果として、プロセスドリフトおよび／または欠陥（例えば、粒子）が増加する
。したがって、一般には、プロセスドリフトおよび増加する欠陥を許容することと、チャ
ンバ構成要素の寿命を延ばす必要性との間のバランスがとられる。
【０００４】
　そのバランス点を見つける１つの方法は、長時間経った後に目視観察を実行することで
ある。しかしながら、これは一般に、主観的なプロセスであり、間違いを起こしやすい。
バランス点を見つける別の方法は、（基板が処理されているときの）プロセス／欠陥傾向
に頼る。しかしながら、これは長い時間を要し、基板およびリソースを無駄に使用してし
まうことになる。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、本発明人らは、チャンバ洗浄プロセスの終点を決定する改善された方法お
よび装置を実現した。
【０００６】
　プロセスチャンバ洗浄プロセスの終点を決定する方法および装置が提供される。いくつ
かの実施形態では、終点検出システムを有する処理システムは、プロセスチャンバ内で実
行されるプロセスに起因して定期的な洗浄を必要とする内面を有するプロセスチャンバと
、プロセスチャンバの第１の内面から反射される光を検出するように位置決めされた光検
出器、および光検出器に結合され、検出された反射光に基づいて洗浄プロセスの終点を決
定するように構成されたコントローラを含む終点検出システムとを含むことができる。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、プロセスチャンバ内で実行される洗浄プロセスを監視する方
法が、プロセスチャンバ内で洗浄プロセスを実行して、プロセスチャンバ内で実行された
プロセスからの結果として生じる、プロセスチャンバの１つまたは複数の内面上に堆積さ
れた材料を除去することと、洗浄された第１の内面上に光を照射することと、第１の内面
から反射された光を検出することと、検出された光に基づいて洗浄プロセスを終了するこ
ととを含むことができる。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、命令を記憶しているコンピュータ可読媒体を提供することが
でき、命令が実行されるときに、処理システムが、プロセスチャンバ内で実行される洗浄
プロセスを監視する方法を実行する。その方法は、本明細書において開示される実施形態
のいずれかを含むことができる。
【０００９】
　本発明の他の実施形態および更なる実施形態が以下に記述される。
【００１０】
　上記において簡潔に要約され、後にさらに詳細に説明される本発明の実施形態は、添付
の図面に示される本発明の例示的な実施形態を参照することによって理解することができ
る。しかしながら、本発明は他の同じく実効的な実施形態を受け入れることができるので
、添付の図面が本発明の典型的な実施形態のみを示すこと、それゆえ、本発明の範囲を限
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定するものと見なされるべきでないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による、半導体基板プロセスチャンバの概略的な断面図であ
る。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による、プロセスチャンバ内で実行されているプロ
セスを監視する方法を示す図である。
【図３Ａ】堆積材料がその上に配設されているプロセスチャンバ表面の一部分から反射さ
れる光を示す図である。
【図３Ｂ】ほとんど、または全く堆積材料がその上に配設されてないプロセスチャンバ表
面の一部分から反射される光を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　理解するのを容易にするために、複数の図面に共通する同一の要素を指定するために、
可能であれば、同一の参照番号が使用されている。図面は縮尺通りに描かれず、明確にす
るために簡略化される場合がある。一実施形態の要素および特徴は、さらに詳述されなく
ても、他の実施形態に有益に組み込まれる場合があることが企図される。
【００１３】
　本発明の実施形態は、プロセスチャンバ洗浄プロセスの終点を決定する方法および装置
に関連する。その方法および装置の実施形態は、有利にも、プロセスチャンバ洗浄が不十
分であることに起因するプロセスドリフトおよび欠陥を最小限に抑えながら、洗浄プロセ
スからのプロセスチャンバ構成要素への摩耗を最小限に抑えることができるように、洗浄
プロセスに対する正確な終点検出を提供することができる。
【００１４】
　種々のプロセスチャンバが、本明細書において提供される教示による変更形態から利益
を受けることができる。図１は、本明細書において開示される本発明の方法を実行するの
に適している、本発明のいくつかの実施形態による半導体基板プロセスチャンバ１００の
概略的な断面図である。図示される実施形態において、プロセスチャンバ１００は、エピ
タキシャルシリコン堆積プロセスを実行するのに適合する。そのような１つの適したリア
クタは、カリフォルニア州サンタクララのＡｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，　Ｉｎ
ｃ．から市販されるＲＰ　Ｅｐｉリアクタである。また、本発明の方法は、他のプロセス
を実行する他のプロセスチャンバにおいても利用することができる。
【００１５】
　代替の実施形態では、プロセスチャンバ１００は、集積半導体デバイスおよび回路の製
造時に実行される数あるプロセスの中でも、堆積プロセス、エッチングプロセス、プラズ
マ強化堆積プロセスおよび／またはプラズマ強化エッチングプロセス、並びに熱プロセス
のうちの少なくとも１つを実行するのに適合することができる。具体的には、そのような
プロセスは、限定はしないが、急速加熱プロセス（ＲＴＰ）、化学気相堆積（ＣＶＤ）プ
ロセス、アニールプロセス等を含むことができる。
【００１６】
　プロセスチャンバ１００は、例示的には、チャンバ本体１１０と、支援システム１３０
と、コントローラ１４０とを備える。チャンバ本体１１０は概して、上側部分１０２、下
側部分１０４および密閉体１２０を含む。
【００１７】
　上側部分１０２は下側部分１０４上に配置され、蓋１０６と、クランプリング１０８と
、ライナ１１６と、底板１１２と、１つまたは複数の上側ランプ１３６および１つまたは
複数の下側ランプ１３８と、上側高温計１５６とを含む。いくつかの実施形態では、蓋１
０６はドーム型の形状因子を有する。しかしながら、他の形状因子（例えば、平坦な蓋ま
たは逆曲線の蓋）を有する蓋も考えられる。下側部分１０４はプロセスガス吸気口１１４
および排気口１１８に結合され、底板アセンブリ１２１と、下側ドーム１３２と、基板支
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持体１２４と、予熱リング１２２と、基板リフトアセンブリ１６０、基板支持アセンブリ
１６４と、１つまたは複数の上側ランプ１５２および１つまたは複数の下側ランプ１５４
と、下側高温計１５８とを備える。用語「リング」は、予熱リング１２２のようなプロセ
スチャンバの特定の構成要素を示すために用いられるが、これらの構成要素の形状は円形
である必要はなく、限定はしないが、長方形、多角形、長円形等を含む任意の形状を含む
ことができる。
【００１８】
　基板支持アセンブリ１６４は概して、基板支持体１２４に結合される複数の支持ピン１
６６を有する支持ブラケット１３４を含む。基板リフトアセンブリ１６０は、基板リフト
シャフト１２６と、基板リフトシャフト１２６のそれぞれのパッド１２７上に選択的に載
置される複数のリフトピンモジュール１６１とを備える。いくつかの実施形態では、リフ
トピンモジュール１６１は、オプションの土台１２９と、土台１２９に結合されるリフト
ピン１２８とを備える。代替的には、リフトピン１２８の底部はパッド１２７上に直接載
置することができる。さらに、リフトピン１２８を昇降する他の機構も利用することがで
きる。リフトピン１２８の上側部分は、基板支持体１２４内の第１の開口部１６２を貫通
して移動可能に配置される。動作時に、基板リフトシャフト１２６は、リフトピン１２８
に係合するように動かされる。係合されるとき、リフトピン１２８は、基板支持体１２４
の上方に基板１２５を持ち上げることができるか、または基板支持体１２４上に基板１２
５を下ろすことができる。
【００１９】
　支援システム１３０は、プロセスチャンバ１００内で所定のプロセス（例えば、エピタ
キシャルシリコン膜を成長させる）を実行し、監視するために用いられる構成要素を含む
。そのような構成要素は概して、プロセスチャンバ１００の種々のサブシステム（例えば
、１つまたは複数のガスパネル、ガス分配コンジット、真空および排気サブシステム等）
およびデバイス（例えば、電源、プロセス制御機器等）を含む。
【００２０】
　処理中に、基板１２５が基板支持体１２４上に配置される。ランプ１３６、１３８、１
５２および１５４は赤外線（ＩＲ）放射（例えば、熱）源であり、動作時に、基板１２５
にわたって所定の温度分布を生成する。いくつかの実施形態では、蓋１０６、クランプリ
ング１１６および下側ドーム１３２は石英から形成される。しかしながら、他のＩＲ透過
材料およびプロセス適合材料を用いて、これらの構成要素を形成することもできる。
【００２１】
　基板を処理する結果として、望ましくないことに、プロセスチャンバの内面（ライナ１
１６、蓋１０６等）上に材料が堆積する場合がある。プロセスチャンバ内面上に堆積され
た材料を除去し損なうと、望ましくないことに、プロセスドリフト、および／または基板
上の欠陥形成につながる恐れがある。したがって、プロセスチャンバの内面から堆積され
た材料の少なくとも或る量を除去するために、洗浄プロセスが定期的に実行される。例え
ば、いくつかの実施形態では、プロセスチャンバは、洗浄されるべき表面を、その表面か
ら堆積された材料を除去する反応物に暴露することによって洗浄することができる。例え
ば、エピタキシャル堆積システムにおいて用いられる、１つのそのような洗浄プロセスは
、表面を高温に加熱しながら、その表面を塩酸（ＨＣｌ）に暴露することを含む。
【００２２】
　プロセスチャンバ洗浄が不十分であることに起因するプロセスドリフトおよび欠陥を最
小限に抑えながら、洗浄プロセスからのプロセスチャンバ構成要素への摩耗を最小限に抑
えることができるような、洗浄プロセスの正確な終点検出を提供するために、プロセスチ
ャンバ１００は、終点検出システム１８０をさらに備える。終点検出システム１８０は、
洗浄プロセスの所望の終点を決定するのを容易にする。
【００２３】
　終点検出システム１８０は概して光源１８２を含む。光源１８２は、所望のプロセスチ
ャンバ表面からの検出可能な反射を与える任意の適切な光源とすることができる。例えば
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、光源１８２は、レーザ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、ランプまたは周囲光とすることが
できる。いくつかの実施形態では、光源１８２は、単一の光波長を与えることができる。
いくつかの実施形態では、光源１８２は、複数の光波長を与えることができる。複数の波
長は、１つまたは複数の連続した帯域内で与えることができるか、または複数の離散した
波長の中から与えることができる。いくつかの実施形態では、光源は、約４０５ｎｍまた
は４５０ｎｍ（例えば、青色光）、５３２ｎｍ（例えば、緑色光）、６３３ｎｍ、６５０
ｎｍまたは６７０ｎｍ（例えば、赤色光）等の波長を有する光を与えることができる。い
くつかの実施形態では、光源は、最大凡そシリコンバンドギャップ（例えば、約１．２μ
ｍ）までのいずれか１つまたは複数の波長を有する光を与えることができる。
【００２４】
　図１に示される実施形態では、光源１８２は光をドーム１０６上に照射するように構成
される。いくつかの実施形態では、光源１８２は、相対的に高いパーセンテージの堆積さ
れた材料が堆積された領域においてドーム１０６上に光を照射するように構成され、した
がって、観測された領域が清浄状態であるとわかると、プロセスチャンバ表面の残りの部
分も恐らく清浄状態である。光源は、ドーム１０６だけでなく、プロセスチャンバの任意
の所望の部分上に光を照射するように位置決めすることができる。例えば、光源は、ライ
ナ１１６上に、下側ドーム１３２上に、またはその上に材料が堆積されており、かつ堆積
された材料およびその下のプロセスチャンバ表面が異なる様態で光を反射する限り洗浄さ
れるべきである任意の他のプロセスチャンバ表面上に光を照射するように位置決めするこ
とができる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、終点検出システム１８０は光検出器１８４をさらに含むこと
ができる。光検出器は、カメラ、フォトダイオードを基にする光検出器等とすることがで
きる。光源および光検出器のいずれか、または両方とともに光学系、レンズ、コリメータ
、フィルタ等のオプションの構成要素を設けて、プロセスチャンバ表面に、および／また
はプロセスチャンバ表面から光を誘導することができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、光検出器および光源は共通のハウジング内に配置される。い
くつかの実施形態では、光検出器および光源は光を与え、光を検出するようにそれぞれ位
置決めされる別々の構成要素とすることができる。光源１８２および光検出器１８４は、
概して、監視されるべきプロセスチャンバ表面の所望の部分に光が与えられ、反射光が光
検出器上に突き当たるようないずれかの場所に、位置決めすることができる。例えば、光
源および光検出器は、図１に示されるように、互いに近接して配置することができるか、
またはチャンバ表面の所望の場所（蓋１０６等）に浅い角度で光を与えるためにチャンバ
の両側に位置決めすることを含めて、さらに離れて配置することができる。いくつかの実
施形態では、複数の光源、およびオプションで複数の光検出器を終点検出システム内に設
けて、プロセスチャンバの種々の場所において、堆積された材料の被覆厚およびプロセス
チャンバ表面の清浄度を測定することができる。
【００２７】
　例えば、上記のエピタキシャル堆積プロセスチャンバは石英蓋１０６を含み、その蓋に
望ましくない材料が堆積する。概して、堆積された材料によって材料が堆積されていなけ
れば、透明で、透過性である蓋１０６が、茶色みがかった外観を呈するようになる。いく
つかの実施形態では、特定の（例えば、約５３２ｎｍの緑色レーザポインタのような）波
長を有する光が蓋１０６上に照射される場合がある。これにより、光は蓋１０６から、か
つ蓋１０６の下の茶色みがかった被覆から反射する。合成された光線によって干渉パター
ンが生じ、その干渉パターンをカメラによって、フォトダイオードを基にする検出器によ
って、または目視によって検出することができる。蓋１０６エリアが清浄状態であるとき
、蓋１０６上に茶色みがかった被覆は存在せず、単一の鏡面反射が観測されるので、干渉
パターンは形成されない。
【００２８】
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　コントローラ１４０を用いて、上記のようなチャンバ１００の制御を容易にすることが
できる。例えば、コントローラ１４０は、プロセスチャンバ、制御システム１３０および
終点検出システム１８０のような種々のプロセスチャンバ構成要素に結合することができ
る。コントローラ１４０は、種々のチャンバおよびサブプロセッサを制御するために工業
環境において用いられる任意の形の汎用コンピュータプロセッサの１つとすることができ
る。コントローラ１４０は、中央処理装置（ＣＰＵ）１４２、メモリ１４４、およびＣＰ
Ｕ１４２用の支援回路１４６を備えており、プロセスチャンバ１００の種々の構成要素に
結合され、本明細書において記述されるような洗浄終点検出プロセスの制御を容易にする
。いくつかの実施形態では、コントローラ１４０は、プロセスの状態を視覚的に指示する
か、または操作者が洗浄プロセスの状態を視覚的に決定できるように検出された光を表示
するディスプレイをさらに含むことができる。
【００２９】
　メモリ１４４はＣＰＵ１４２に結合される。メモリ１４４、すなわち、コンピュータ可
読媒体は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）などの
すぐに利用できるメモリ、フロッピィディスク、ハードディスク、またはローカルもしく
はリモートに位置する任意の他の形のデジタルストレージのうちの１つまたは複数とする
ことができる。支援回路１４６は、従来通りにプロセッサを支援するためにＣＰＵ１４２
に結合される。これらの回路は、キャッシュ、電源、クロック回路、入力／出力回路、お
よびサブシステム等を含む。いくつかの実施形態では、ソフトウェアルーチンがＣＰＵ１
４２によって実行されるときに、リアクタが本発明のプロセスを実行する。そのソフトウ
ェアルーチンは概して、メモリ１４４に記憶することができる。ソフトウェアルーチンは
、ＣＰＵ１４２によって制御されるハードウェアからリモートに位置する第２のＣＰＵ（
図示せず）によって記憶し、かつ／または実行することもできる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、ソフトウェアルーチンは、プロセスチャンバ内で洗浄プロセ
スが実行されている間に実行することができる。ソフトウェアルーチン３０４がＣＰＵ１
４２によって実行されるとき、汎用コンピュータが、エッチングプロセスが実行されるよ
うにチャンバ動作を制御する専用コンピュータ（コントローラ）１４０に変わる。本発明
のプロセスはソフトウェアルーチンとして実施されるように論じられるが、本明細書にお
いて開示される方法ステップのうちのいくつかは、ハードウェアにおいて、およびソフト
ウェアコントローラによって実行される場合もある。したがって、本発明の実施形態は、
コンピュータシステム上で実行されるようなソフトウェアにおいて、特定用途向け集積回
路もしくは他のタイプのハードウェア実施態様のようなハードウェアにおいて、またはソ
フトウェアおよびハードウェアの組合せにおいて実施することができる。
【００３１】
　図２は、本発明のいくつかの実施形態による、プロセスチャンバ内で実行されるプロセ
スを監視する方法２００を示す。方法２００は概して、２０２において開始し、２０２に
おいて、プロセスチャンバ内で、プロセスチャンバの内面上に材料が堆積するプロセスが
実行される。内面上に十分な量の材料が堆積された後に、または洗浄プロセスが望まれる
たびに、その方法は２０４に続くことができ、２０４において、洗浄プロセスを実行して
、プロセスチャンバ内面から堆積した材料を除去することができる。
【００３２】
　洗浄プロセスが実行されている間に、２０６において示されるように、洗浄プロセスに
よって洗浄された第１の内面上に光を照射することができる。その光は、先に論じられた
光源のいずれかによって与えることができ、連続的に与えることも、または定期的に与え
ることもできる。
【００３３】
　２０８において、第１のプロセスチャンバ表面から反射された光を検出することができ
る。反射光は、パターン、光強度等に基づいて検出することができ、例えば、プロセスチ
ャンバの操作者によって目視で、または先に論じられたような検出器によって検出するこ



(8) JP 6019105 B2 2016.11.2

10

20

30

40

とができる。
【００３４】
　２１０において、洗浄プロセスは、検出された光に基づいて終了することができる。例
えば、検出された光が干渉パターンを示す場合には、堆積された材料が第１のプロセスチ
ャンバ表面上に残っているので、洗浄プロセスを継続することができる。しかしながら、
検出された光が干渉パターンを示さない場合には（例えば、単数の鏡面反射が観測される
場合には）、堆積された材料が第１のプロセスチャンバ表面からほとんど除去されたので
、洗浄プロセスを終了することができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、複数の異なる単数の光波長を与えることができ、干渉パター
ンをさらに解析して被覆厚を割り出すことができる。例えば、円形リング（例えば、干渉
パターン）のサイズを用いて、厚みの差を割り出すことができる。複数の波長を用いて、
三角法により測定し、特定の厚みを求めることができる。いくつかの実施形態では、フォ
トダイオードを基にする検出器を用いて、特定の堆積された材料に特有の反射を割り出す
ことができる。例えば、堆積物を区別するために特定波長を用いることによって、シリコ
ン堆積物（１．１ｅＶのバンドギャップを有する）をゲルマニウム堆積物（０．６７ｅＶ
のバンドギャップを有する）と区別することができる。異なるバンドギャップを有する他
の材料も同じようにして識別することができる。
【００３６】
　例えば、図３Ａおよび図３Ｂはそれぞれ、堆積材料がその上に配設されているプロセス
チャンバ表面の一部分から反射される光、およびほとんど、または全く堆積材料がその上
に配設されてないプロセスチャンバ表面の一部分から反射される光を示す図である。図３
Ａは、材料がその上に堆積されているプロセスチャンバ表面の一部分３１０を示す。図か
ら明らかであるように、プロセスチャンバ表面および堆積された材料から光が反射すると
きに、反射パターン３１２が形成される。図３Ｂは、ほとんど、または全く材料がその上
に堆積されてないプロセスチャンバ表面部分３２０を示す。図から明らかであるように、
堆積された材料が存在しない場合にプロセスチャンバ表面から光が反射するときに、単一
の鏡面反射３２２が形成される。
【００３７】
　図３Ａおよび図３Ｂは、プロセスチャンバの透過性の石英蓋を通して光を照射するとき
のこうした効果を示すが、この同じ効果は、他の材料から形成されるチャンバ構成要素に
関して観測されており、利用することができる。さらに、表面から反射され、検出された
光の解析は干渉パターンに限定される必要はない。例えば、反射光の強度の変化を用いて
、堆積された材料がプロセスチャンバ表面から十分に除去された時点を決定することもで
きる。
【００３８】
　石英表面からの反射に関して上記に記述されたが、上記の方法および装置を用いて、他
の材料から形成されるプロセスチャンバ内面を洗浄するために用いられる洗浄プロセスの
終点を決定することもできる。例えば、本発明の方法を用いて、アルミニウムまたはステ
ンレス鋼チャンバ表面（または堆積された材料による表面の被覆率の関数として反射が変
化する任意のそのような金属表面）、放射率変化が被覆厚の関数として得られるセラミッ
ク表面（ＳｉＣ、Ａｌ２Ｏ３等）、光沢のある金表面の固有の汚れが（光沢があるときの
鏡面反射性と比べて）非鏡面反射パターンを生成する金めっき表面等を洗浄する場合の終
点を検出することができる。
【００３９】
　これまでの説明は本発明の実施形態を対象とするが、本発明の基本的な範囲から逸脱す
ることなく、本発明の他の実施形態および更なる実施形態を考案することができる。
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